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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　給電されることで発光する可撓性を有する複数のシート状の面発光素子と、前記面発光
素子を一体的に保持した可撓性を有するシート状の保持部材と、前記面発光素子同士を係
止した係止部材とを備え、
　前記複数の面発光素子は、所定の第１方向に並べられるように、前記保持部材の一方面
に配置され、
　前記各面発光素子は、前記第１方向で隣接する２つの面発光素子の端部同士が互いに重
ね合わされるように、前記第１方向の端部に形成された重ね合わせ部を備え、
　前記係止部材は、前記保持部材が撓み変形された際に前記互いに重ね合わされた重ね合
わせ部の内の一方の第１重ね合わせ部を他方の第２重ね合わせ部から離れないように、前
記第１重ね合わせ部と前記第２重ね合わせ部とを係止していることを特徴とする面発光モ
ジュール。
【請求項２】
　前記保持部材は、前記保持部材が前記面発光素子の径方向内側になって前記第１方向に
撓んだ円弧状に撓み変形可能であり、
　前記第１重ね合わせ部は、前記保持部材が前記円弧状に撓み変形された際に当該第１重
ね合わせ部が前記保持部材及び前記第２重ね合わせ部の径方向外側になるように、前記第
２重ね合わせ部を挟んで前記保持部材と反対側に配置されていることを特徴とする請求項
１記載の面発光モジュール。
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【請求項３】
　前記第１重ね合わせ部は、前記第２重ね合わせ部を挟んで前記保持部材と反対側に配置
され、
　前記係止部材は、前記第１方向と直交する第２方向に延され前記各面発光素子における
前記第２方向の長さよりも長く形成された長尺シート体を備え、
　前記長尺シート体は、当該長尺シート体における前記第２方向の両端部に形成された第
１および第２長尺シート体固定部と、前記第１重ね合わせ部の前記第２重ね合わせ部から
の離間を規制する長尺シート体離間規制部とを備え、
　前記長尺シート体離間規制部は、前記第１重ね合わせ部を挟んで前記第２重ね合わせ部
と反対側に配置され、
　前記第１および第２長尺シート体固定部は、それぞれ、前記第１重ね合わせ部から前記
第２方向側に突出して前記保持部材に固定されていることを特徴とする請求項１又は２記
載の面発光モジュール。
【請求項４】
　前記第１重ね合わせ部は、前記第２重ね合わせ部を挟んで前記保持部材と反対側に配置
され、
　前記係止部材は、前記第１重ね合わせ部の前記第１方向の一方端部を通過するように前
記隣接する２つの面発光素子の内の一方の面発光素子から他方の面発光素子に延された幅
広シート体を備え、
　前記幅広シート体は、当該幅広シート体の前記第１方向の両端部に形成された第１およ
び第２幅広シート体固定部と、前記第１重ね合わせ部の前記第２重ね合わせ部からの離間
を規制する幅広シート体離間規制部とを備え、
　前記幅広シート体離間規制部は、前記第１重ね合わせ部を挟んで前記第２重ね合わせ部
と反対側に配置され、
　前記第１幅広シート体固定部は、前記隣接する２つの面発光素子の内の何れか一方の面
発光素子に固定され、
　前記第２幅広シート体固定部は、前記何れか他方の面発光素子に固定されていることを
特徴とする請求項１～３の何れか一項に記載の面発光モジュール。
【請求項５】
　前記係止部材は、被覆体を備え、
　前記被覆体は、前記面発光素子と保持部材との少なくとも一方に固定される被覆体固定
部と、前記複数の面発光素子の略全体を被覆可能な大きさを有し前記第１重ね合わせ部の
前記第２重ね合わせ部からの離間を規制する被覆体離間規制部とを備え、
　前記被覆体離間規制部は、前記複数の面発光素子の略全体を覆うように、前記複数の面
発光素子を挟んで前記保持部材と反対側に配置されていることを特徴とする請求項１～４
の何れか一項に記載の面発光モジュール。
【請求項６】
　前記係止部材は、前記一方の重ね合わせ部と他方の重ね合わせ部との間に配置された接
着テープを備え、
　前記接着テープは、当該接着テープの一方面に、前記一方の重ね合わせ部に接着される
第１接着部を備え、当該接着テープの他方面に、前記他方の重ね合わせ部に接着される第
２接着部を備えていることを特徴とする請求項１～５の何れか一項に記載の面発光モジュ
ール。
【請求項７】
　前記係止部材は、前記第１重ね合わせ部と前記第２重ね合わせ部との間に配置され、前
記第１重ね合わせ部と前記第２重ね合わせ部とを互いに接着した接着剤を備えていること
を特徴とする請求項１～６の何れか一項に記載の面発光モジュール。
【請求項８】
　前記第１重ね合わせ部は、前記第２重ね合わせ部を挟んで前記保持部材と反対側に配置
され、
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　前記係止部材は、前記第１重ね合わせ部の前記第１方向の一方端部を通過するように前
記隣接する２つの面発光素子の内の一方の面発光素子から他方の面発光素子に延された電
気接続部材を備え、
　前記電気接続部材は、前記互いに隣接した２つの前記面発光素子を電気的に接続する電
気配線と、前記電気配線を被覆した配線被覆体とを備え、
　前記配線被覆体は、当該配線被覆体の前記第１方向の両端部に形成された第１および第
２配線被覆体固定部と、前記第１重ね合わせ部の前記第２重ね合わせ部からの離間を規制
する配線被覆体離間規制部とを備え、
　前記配線被覆体離間規制部は、前記第１重ね合わせ部を挟んで前記第２重ね合わせ部と
反対側に配置され、
　前記第１配線被覆体固定部は、前記隣接する２つの面発光素子の内の何れか一方の面発
光素子に固定され、
　前記第２配線被覆体固定部は、前記何れか他方の前記面発光素子に固定されていること
を特徴とする請求項１～７の何れか一項に記載の面発光モジュール。
【請求項９】
　前記互いに隣接した２つの面発光素子は、それぞれ、陽極と、陰極とを備え、
　前記電気配線は、前記隣接した２つの面発光素子が直列接続になるように、一方の面発
光素子と他方の面発光素子との異極同士を接続していることを特徴とする請求項８に記載
の面発光モジュール。
【請求項１０】
　前記互いに隣接した２つの面発光素子は、それぞれ、陽極と、陰極とを備え、
　前記電気配線は、前記隣接した２つの面発光素子が並列接続になるように、一方の面発
光素子と他方の面発光素子との同極同士を接続していることを特徴とする請求項８に記載
の面発光モジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬパネルなどの平面状の面発光素子を用いた面発光モジュールに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、有機ＥＬパネルを利用した面発光モジュール（照明装置）が提案されている。こ
の面発光モジュールを大型化しようとした場合、有機ＥＬパネルの基板を大型化すること
で対応できる。しかし、製造装置の大型化や歩留まりの悪化等の問題が発生する。そこで
、製造が容易な大きさのパネルを複数平面状に並べることによって大型化する面発光モジ
ュールが提案されている。例えば特許文献１に、保持部材の厚さ方向の一方面（表面）に
、複数の有機ＥＬ（面発光素子）を多数配置して形成した大型の横断幕からなる面発光モ
ジュールが提案されている。又、特許文献２に、複数の有機ＥＬ（面発光素子）を、互い
に隣接するものの端部同士を重ね合わせるようにして配置することによって、非発光領域
を目立ち難くした面発光モジュールが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－１５７９４号公報
【特許文献２】特開２０１４－１７２０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、このような面発光モジュールは、近年ますます薄型化が求められてきており
、又、曲面部への設置やデザイン性の観点から曲面状に構成することが求められている。
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【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１では、例えば面発光モジュールを曲面部へ設置するため
に、図１８に示すように面発光モジュール１０００に曲げモーメントＭ（曲げ力）をかけ
て面発光モジュール１０００を円弧状に撓み形成させようとすると、保持部材１００１に
おける互いに隣接する２つの面発光素子１００２の間の部分が他の部分に較べて厚さが薄
く曲げ弾性が小さいため、その部分に曲げ力が集中して当該部分に局部的屈曲部１００３
ができてしまう場合がある。このような局部的屈曲部１００３が生じると、曲面部に沿う
形状に撓ませ難く、曲面部に設置し難くなってしまう。
【０００６】
　又、その場合に、上記特許文献２に開示されているように、互いに隣接する２つの面発
光素子１００２の端部同士を重ね合わせることで局部的に厚さの薄い個所を無くすことも
考えられる。ところが、図１９に示すように面発光モジュール１０１０に曲げモーメント
Ｍ（曲げ力）をかけると、例えば互いに重ね合わされた一方の第１重ね合わせ部１０２１
の端部が他方の第２重ね合わせ部１０２２から離れてしまい、その結果、第２重ね合わせ
部１０２２の先端近傍の保持部材１００１の一部に局部的屈曲部１００３ができてしまう
おそれがある。
【０００７】
　本発明は、局部的屈曲部が生じ難く、全体を略一定の曲率半径で撓ませることができる
面発光モジュールの提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一態様に係る面発光モジュールは、給電されることで発光する可撓性を有する
複数のシート状の面発光素子と、前記面発光素子を一体的に保持した可撓性を有するシー
ト状の保持部材と、前記面発光素子同士を係止したｎ係止部材とを備え、前記複数の面発
光素子は、所定の第１方向に並べられるように、前記保持部材の一方面に配置され、前記
各面発光素子は、前記第１方向で隣接する２つの面発光素子の端部同士が互いに重ね合わ
されるように、前記第１方向の端部に形成された重ね合わせ部を備え、前記係止部材は、
前記保持部材が撓み変形された際に前記互いに重ね合わされた重ね合わせ部の内の一方の
第１重ね合わせ部が他方の第２重ね合わせ部から離れないように、前記第１重ね合わせ部
と前記第２重ね合わせ部とを係止していることを特徴とする。
【０００９】
　この構成によれば、係止部材によって、保持部材が撓み変形される際に一方の第１重ね
合わせ部が他方の第２重ね合わせ部に対して離間し難く、保持部材が撓み変形される際の
周方向の全体が略同じ曲げ弾性になる。これにより、保持部材が撓み変形された際に局部
的屈曲部が生じ難くなり、面発光モジュールの全体が略一定の曲率半径で撓む。従って、
面発光モジュールは曲面部に沿う形状に撓み易く、曲面部に設置し易いものとなる。
【００１０】
　他の一態様では、前記面発光モジュールにおいて、前記保持部材は、前記保持部材が前
記面発光素子の径方向内側になって前記第１方向に撓んだ円弧状に撓み変形可能であり、
前記第１重ね合わせ部は、前記保持部材が前記円弧状に撓み変形された際に当該第１重ね
合わせ部が前記保持部材及び前記第２重ね合わせ部の径方向外側になるように、前記第２
重ね合わせ部を挟んで前記保持部材と反対側に配置されていることを特徴とする。
【００１１】
　この構成によれば、例えば保持部材が面発光素子の径方向内側になるように、且つ、第
１方向に撓んだ円弧状に撓み変形された場合に、その円弧状の径方向外側に配置された第
１重ね合わせ部が第２重ね合わせ部から離れようとしても、係止部材によって、径方向外
側からその離間が規制され、保持部材が円弧状に撓み変形された際に局部的屈曲部が生じ
難くなり、面発光モジュールの全体が略一定の曲率半径で撓む。
【００１２】
　他の一態様では、前記面発光モジュールにおいて、前記第１重ね合わせ部は、前記第２



(5) JP 6558024 B2 2019.8.14

10

20

30

40

50

重ね合わせ部を挟んで前記保持部材と反対側に配置され、前記係止部材は、前記第１方向
と直交する第２方向に延され前記各面発光素子における前記第２方向の長さよりも長く形
成された長尺シート体を備え、前記長尺シート体は、当該長尺シート体における第２方向
の両端部に形成された第１および第２長尺シート体固定部と、前記第１重ね合わせ部の離
間を規制する長尺シート体離間規制部とを備え、前記長尺シート体離間規制部は、前記第
１重ね合わせ部を挟んで前記第２重ね合わせ部と反対側に配置され、前記第１および第２
長尺シート体固定部は、それぞれ、前記第１重ね合わせ部から前記第２方向側に突出して
前記保持部材に固定されていることを特徴とする。
【００１３】
　この構成によれば、例えば保持部材が面発光素子の径方向内側になるように、且つ、第
１方向に撓んだ円弧状に撓み変形された場合に、円弧状の径方向外側に配置された第１重
ね合わせ部が第２重ね合わせ部から離れようとしても、第１重ね合わせ部が長尺シート体
離間規制部に径方向外側から押さえられて第１重ね合わせ部の第２重ね合わせ部からの離
間が規制される。これにより、保持部材が円弧状に撓み変形された際に局部的屈曲部が生
じ難くなり、面発光モジュールの全体が略一定の曲率半径で撓む。
【００１４】
　又、第１重ね合わせ部から第２方向側に突出した長尺シート体の第１および第２長尺シ
ート体固定部のそれぞれを、保持部材に固定すればよく、これにより、係止部材による重
ね合わせ部同士の係止を容易に行うことができる。
【００１５】
　他の一態様では、前記面発光モジュールにおいて、前記第１重ね合わせ部は、前記第２
重ね合わせ部を挟んで前記保持部材と反対側に配置され、前記係止部材は、前記第１重ね
合わせ部の前記第１方向の一方端部を通過するように前記隣接する２つの面発光素子の内
の一方の面発光素子から他方の面発光素子に延された幅広シート体を備え、前記幅広シー
ト体は、当該幅広シート体の前記第１方向の両端部に形成された第１および第２幅広シー
ト体固定部と、前記第１重ね合わせ部の離間を規制する幅広シート体離間規制部とを備え
、前記幅広シート体離間規制部は、前記第１重ね合わせ部を挟んで前記第２重ね合わせ部
と反対側に配置され、前記第１幅広シート体固定部は、前記隣接する２つの面発光素子の
内の何れか一方の面発光素子に固定され、前記第２幅広シート体固定部は、前記何れか他
方の面発光素子に固定されていることを特徴とする。
【００１６】
　この構成によれば、例えば保持部材が面発光素子の径方向内側になるように、且つ、第
１方向に撓んだ円弧状に撓み変形された場合に、円弧状の径方向外側に配置された第１重
ね合わせ部が第２重ね合わせ部から離れようとしても、第１重ね合わせ部の径方向外側と
なる位置に幅広シート体離間規制部が配置されているため、第１重ね合わせ部が幅広シー
ト体離間規制部に径方向外側から押さえられて第１重ね合わせ部の第２重ね合わせ部から
の離間が規制される。これにより、保持部材が円弧状に撓み変形された際に局部的屈曲部
が生じ難くなり、面発光モジュールの全体が略一定の曲率半径で撓む。
【００１７】
　又、第１幅広シート体固定部が隣接する２つの面発光素子の内の何れか一方の面発光素
子に固定され、第２幅広シート体固定部が何れか一方の面発光素子に固定されればよく、
これにより、係止部材による重ね合わせ部同士の係止を容易に行うことができる。
【００１８】
　他の一態様では、前記面発光モジュールにおいて、前記係止部材は、被覆体を備え、前
記被覆体は、前記面発光素子と保持部材との少なくとも一方に固定される被覆体固定部と
、前記複数の面発光素子の略全体を被覆可能な大きさを有し前記第１重ね合わせ部の離間
を規制する被覆体離間規制部とを備え、前記被覆体離間規制部は、前記複数の面発光素子
の略全体を覆うように、前記複数の面発光素子を挟んで前記保持部材と反対側に配置され
ていることを特徴とする。
【００１９】
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　この構成によれば、例えば保持部材が面発光素子の径方向内側になるように、且つ、第
１方向に撓んだ円弧状に撓み変形された場合に、面発光モジュールが円弧状に撓み変形さ
れた場合に、円弧状の径方向外側に配置された第１重ね合わせ部が第２重ね合わせ部から
離れようとしても、第１重ね合わせ部の径方向外側となる位置に被覆体離間規制部が配置
されているため、第１重ね合わせ部が被覆体離間規制部に径方向外側から押さえられて第
１重ね合わせ部の離間が規制される。これにより、保持部材が円弧状に撓み変形された際
に局部的屈曲部が生じ難くなり、面発光モジュールの全体が略一定の曲率半径で撓む。
【００２０】
　又、被覆体固定部が面発光素子と保持部材との少なくとも一方に固定されればよく、こ
れにより、被覆体離間規制部によって第１重ね合わせ部の離間が規制され、係止部材によ
る重ね合わせ部同士の係止を容易に行うことができる。
【００２１】
　他の一態様では、前記面発光モジュールにおいて、前記係止部材は、前記一方の重ね合
わせ部と他方の重ね合わせ部との間に配置された接着テープを備え、前記接着テープは、
当該接着テープの一方面に、前記一方の重ね合わせ部に接着される第１接着部を備え、当
該接着テープの他方面に、前記他方の重ね合わせ部に接着される第２接着部を備えている
ことを特徴とする。
【００２２】
　この構成によれば、第１重ね合わせ部と第２重ね合わせ部との間に配置した接着テープ
によって第１重ね合わせ部と第２重ね合わせ部とを接着でき、保持部材が撓み変形される
際における第１重ね合わせ部の離間を規制できる。従って、保持部材が円弧状に撓み変形
された際に局部的屈曲部が生じ難くなり、面発光モジュールの全体が略一定の曲率半径で
撓む。
【００２３】
　他の一態様では、前記面発光モジュールにおいて、前記係止部材は、前記第１重ね合わ
せ部と前記第２重ね合わせ部との間に配置され、前記第１重ね合わせ部と前記第２重ね合
わせ部とを互いに接着した接着剤を備えていることを特徴とする。
【００２４】
　この構成によれば、接着剤によって、第１重ね合わせ部と第２重ね合わせ部とを互いに
接着でき、保持部材が撓み変形される際における第１重ね合わせ部の離間を規制できる。
従って、係止部材の構成が簡単なものになり、重ね合わせ部が容易に係止される。
【００２５】
　他の一態様では、前記面発光モジュールにおいて、前記第１重ね合わせ部は、前記第２
重ね合わせ部を挟んで前記保持部材と反対側に配置され、前記係止部材は、前記第１重ね
合わせ部の前記第１方向の一方端部を通過するように前記隣接する２つの面発光素子の内
の一方の面発光素子から他方の面発光素子に延された電気接続部材を備え、前記電気接続
部材は、前記互いに隣接した２つの前記面発光素子を電気的に接続する電気配線と、前記
電気配線を被覆した配線被覆体とを備え、前記配線被覆体は、当該配線被覆体の前記第１
方向の両端部に形成された第１および第２配線被覆体固定部と、前記第１重ね合わせ部の
第２重ね合わせ部の離間を規制する配線被覆体離間規制部とを備え、前記配線被覆体離間
規制部は、前記第１重ね合わせ部を挟んで前記第２重ね合わせ部と反対側に配置され、前
記第１配線被覆体固定部は、前記隣接する２つの面発光素子の内の何れか一方の面発光素
子に固定され、前記第２配線被覆体固定部は、前記何れか他方の前記面発光素子に固定さ
れていることを特徴とする。
【００２６】
　この構成によれば、例えば保持部材が面発光素子の径方向内側になるように、且つ、第
１方向に撓んだ円弧状に撓み変形された場合に、面発光モジュールが円弧状に撓み変形さ
れた場合に、円弧状の径方向外側に配置された第１重ね合わせ部が第２重ね合わせ部から
離れようとしても、第１重ね合わせ部の径方向外側となる位置に配線被覆体離間規制部が
配置されているため、第１重ね合わせ部が配線被覆体離間規制部に径方向外側から押さえ
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られて第１重ね合わせ部の離間が規制される。これにより、保持部材が円弧状に撓み変形
された際に局部的屈曲部が生じ難くなり、面発光モジュールの全体が略一定の曲率半径で
撓む。
【００２７】
　又、互いに隣接した２つの前記面発光素子を電気的に接続する電気接続部材が係止部材
を兼ねることができ、電気接続部材とは別に係止部材を形成する必要がないものになり、
低コストで製作できる。
【００２８】
　他の一態様では、前記面発光モジュールにおいて、前記互いに隣接した２つの面発光素
子は、それぞれ、陽極と、陰極とを備え、前記電気配線は、前記隣接した２つの面発光素
子が直列接続になるように、一方の面発光素子と他方の面発光素子との異極同士を接続し
ていることを特徴とする。
【００２９】
　この構成によれば、係止部材を用いて隣接した２つの面発光素子が直列接続になるよう
に形成でき、使用便利なものにできる。
【００３０】
　他の一態様では、前記面発光モジュールにおいて、前記互いに隣接した２つの面発光素
子は、それぞれ、陽極と、陰極とを備え、前記電気配線は、前記隣接した２つの面発光素
子が並列接続になるように、一方の面発光素子と他方の面発光素子との同極同士を接続し
ていることを特徴とする。
【００３１】
　この構成によれば、係止部材を用いて隣接した２つの面発光素子が並列接続になるよう
に形成でき、使用便利なものにできる。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明の面発光モジュールは、局部的屈曲部が生じ難く、全体を略一定の曲率半径で撓
ませることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の第１実施形態の面発光モジュールの背面図である。
【図２】図１のＩＩ－ＩＩ線断面図である。
【図３】（ａ）は、図１の面発光モジュールに用いられる面発光素子の背面図、（ｂ）は
、図３（ａ）ＩＩＩ－ＩＩＩ線断面図である。
【図４】図１の第１実施形態の面発光モジュールが円弧状に撓んだ状態の断面図である。
【図５】第２実施形態の面発光モジュールの背面図である。
【図６】図５のＶＩ－ＶＩ線断面図である。
【図７】図５の第２実施形態の面発光モジュールが円弧状に撓んだ状態の断面図である。
【図８】第３実施形態の面発光モジュールの背面図である。
【図９】図８のＩＸ－ＩＸ線断面図である。
【図１０】図８の第３実施形態の面発光モジュールが円弧状に撓んだ状態の断面図である
。
【図１１】第４実施形態の面発光モジュールの背面図である。
【図１２】（ａ）は、図１１のＸＩＩ－ＸＩＩ線断面図、（ｂ）は、図１２（ａ）の要部
拡大断面図である。
【図１３】図１１の第４実施形態の面発光モジュールが円弧状に撓んだ状態の断面図であ
る。
【図１４】第５実施形態の面発光モジュールの背面図である。
【図１５】第６実施形態の面発光モジュールの背面図である。
【図１６】第７実施形態の面発光モジュールの背面図である。
【図１７】図１６のＸＶＩＩ－ＸＶＩＩ線断面図である。
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【図１８】撓み変形させた状態の従来例の断面図である。
【図１９】隣接する２つの面発光素子の端部同士を重ね合わせて撓み変形させた状態の従
来例の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。図１は、本
発明の第１実施形態の面発光モジュールの背面図、図２は、図１のＩＩ－ＩＩ線断面図で
ある。
【００３５】
　第１実施形態の面発光モジュール１は、図１、図２に示すように、複数のシート状の面
発光素子２と、面発光素子２を一体的（固定的）に保持したシート状の保持部材３と、面
発光素子２同士を係止した係止部材４とを備えている。
【００３６】
　保持部材３は、例えば合成樹脂、薄ガラス、或いは散乱機能を有する光学シート等から
構成され、図４に示すように、円弧状（断面円弧状）に撓み変形し得る可撓性を有するも
のからなる。又、この実施形態では、保持部材３は、透光性を有するものとされている。
【００３７】
　各面発光素子２は、この実施形態では、図３に示すように矩形状の有機エレクトロルミ
ネッセンス（有機ＥＬ）から構成されており、前面側に配置された透明基板２１と、この
透明基板２１に順次後方側に積層されたバリア層２２、陽極２３ａ（ＩＴＯ）と透明電極
２３（ＩＴＯ）、有機層（発光部）２４、陰極２５、及び、それらを封止した封止部材２
６とを備えている。
【００３８】
　透明基板２１は、可撓性を有する透明体からなる。材料としては、たとえば、ポリエチ
レンテレフタレート（ＰＥＴ）またはポリカーボネイト（ＰＣ）等の光透過性のフィルム
基板、或いは薄膜ガラスが用いられる。又、透明基板２１の材料として、上記以外の他に
、例えばポリイミド、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリスチレン（ＰＳ）、ポ
リエーテルサルフォン（ＰＥＳ）、ポリプロピレン（ＰＰ）等が用いられる。
【００３９】
　又、透明基板２１は、第１方向（Ｘ１－Ｘ２方向）の一方端部（Ｘ１方向側の端部）に
、他の面発光素子２の透明基板２１に重ね合わせる第１重ね合わせ部２１ａを備え、第１
方向の他方端部（Ｘ２方向側の端部）に、他の別の面発光素子２の透明基板２１が重ね合
わされる第２重ね合わせ部２１ｂを備えている。
【００４０】
　第１重ね合わせ部２１ａ及び第２重ね合わせ部２１ｂは、第１方向と直交する第２方向
（Ｙ１－Ｙ２方向）の全体に形成されている。
【００４１】
　バリア層２２は、大気中や透明基板２１中の水分や酸素等のガスから有機層２４を保護
するものである。
【００４２】
　透明電極２３は、陽極及び陰極それぞれの電極を出すために左右に分割されており、第
１方向の一方端部に形成された陰極側透明電極２３ｂと、第１方向の他方端部に形成され
た陽極側透明電極２３ｃとからなる。陰極側透明電極２３ｂは、陰極２５と接触するよう
に配置されていて電気的に接続されている。又、陽極側透明電極２３ｃと陰極２５とが近
接する箇所には、ショートしないように絶縁層２３ｄが設けられている。
【００４３】
　有機層２４は、陽極２３ａと陰極２５との間に、それらに挟まれるように配置されてお
り、この有機層２４に電圧が印加されて給電されることにより発光し、透明基板２１側（
図３のＺ方向）に発光するようになっている。
【００４４】
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　封止部材２６は、例えばポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタ
レート（ＰＥＮ）、ポリスチレン（ＰＳ）、ポリエーテルサルフォン（ＰＥＳ）、ポリイ
ミド等のフィルムに、ＳｉＯ２、ＡＬ２Ｏ３，ＳｉＮｘ等の無機薄膜と柔軟性のあるアク
リル樹脂薄膜などを層状に複数層重ね合わせることでガスバリア性を備えたものが用いら
れる。
【００４５】
　このように構成された面発光素子２は、図１に示すように保持部材３の厚さ方向の一方
面と面発光素子２の透明基板２１とが対向するように、複数（この実施形態では３つ）が
第１方向に沿って１列状に並ぶように配置されている。
【００４６】
　又、図２に示すように、互いに第１方向で隣接する２つの面発光素子２の内の一方の面
発光素子２の第１重ね合わせ部２１ａが第２重ね合わせ部２１ｂを挟んで保持部材３と反
対側、即ち、第１重ね合わせ部２１ａが第２重ね合わせ部２１ｂの背面側になるように重
ね合わされている。
【００４７】
　尚、複数の面発光素子２は、この第１実施形態では、第２方向に略位置ずれすることな
く第１方向に並ぶように配置されているが、例えば第２方向に位置ずれするように第１方
向に並んだものでもよい。又、複数の面発光素子２は、第２方向に２列以上になるように
配置されてもよく、適宜変更できる。
【００４８】
　又、この状態で、透明基板２１が保持部材３の一方面に一体的（固定的に）に接着等の
固定手段によって固定されている。
【００４９】
　次に、係止部材４について説明する。係止部材４は、この第１実施形態では、シート状
の長尺シート体から構成されている。又、この係止部材４は、各面発光素子２における第
２方向の長さＬ２よりも長さＬ１が長いものからなる。
【００５０】
　この係止部材４は、第２方向の両端部に形成された第１および第２長尺シート体固定部
４１と、長尺シート体固定部４１の間に形成された長尺シート体離間規制部４２とを備え
ている。
【００５１】
　第１および第２長尺シート体固定部４１は、それぞれ、面発光素子２から第２方向に突
出して保持部材３に接着等の固定手段によって固定されている。
【００５２】
　長尺シート体離間規制部４２は、互いに重ね合わされた第１重ね合わせ部２１ａの、第
２重ね合わせ部２１ｂからの離間を規制するもので、第１重ね合わせ部２１ａを挟んで第
２重ね合わせ部２１ｂと反対側、即ち第１重ね合わせ部２１ａの背面側に配置されている
。
【００５３】
　この実施形態では、長尺シート体離間規制部４２は、第１重ね合わせ部２１ａの背面に
接着剤によって固定されている。尚、長尺シート体離間規制部４２は、第１重ね合わせ部
２１ａに固定される形態のものに限らず、第１重ね合わせ部２１ａに固定されなくてもよ
く、適宜変更できる。又、係止部材４は、可撓性を有するものでも、可撓性を有しないも
のでもよい。
【００５４】
　以上のように構成された第１実施形態の面発光モジュール１は、例えば曲面部への設置
に際して、図４に示すように、例えば保持部材３が面発光素子２の径方向内側になるよう
に、且つ、第１方向に撓まされた円弧状（円弧中心軸が第２方向に沿って延びる円弧状）
に撓み変形される。又、第１重ね合わせ部２１ａが第２重ね合わせ部２１２ｂに対して径
方向外側に位置し、長尺シート体離間規制部４２が第１重ね合わせ部２１ａの径方向外側
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に位置する。
【００５５】
　そして、この撓み変形に際して、第１重ね合わせ部２１ａの端部が第２重ね合わせ部２
１ｂから離れようとする。しかし、第１重ね合わせ部２１ａの径方向外側に係止部材４の
長尺シート体離間規制部４２が配置されているため、第１重ね合わせ部２１ａの離間が規
制される。
【００５６】
　従って、円弧状の周方向の全体が略同じ曲げ弾性になり、これにより、局部的屈曲部が
生じ難くなり、面発光モジュール１の全体が略一定の曲率半径で撓む。よって、面発光モ
ジュール１は曲面部に沿う形状に撓み易く、曲面部に設置し易いものとなる。
【００５７】
　次に、第２実施形態の面発光モジュール１００について、図５～図７に基づいて説明す
る。第２実施形態の面発光モジュール１００は、先の第１実施形態のものと同様に、面発
光素子２と、保持部材３と、係止部材１０４とを備えている。面発光素子２と保持部材３
とは、先の第１実施形態のものと同構成を採っている。
【００５８】
　第２実施形態の係止部材１０４は、シート状の幅広シート体から構成されている。この
係止部材１０４は、第１方向の両端部に形成された第１および第２幅広シート体固定部１
４１ａ、１４１ｂと、第１重ね合わせ部２１ａが第２重ね合わせ部２１ｂから離れること
を規制する幅広シート体離間規制部１４２とを備えている。
【００５９】
　そして、この係止部材１０４は、互いに重ね合わされた一方の面発光素子２の第１重ね
合わせ部２１ａにおける一方端部２１ｃを通過するように（跨ぐように）、一方の面発光
素子２から他方の面発光素子２に延されており、幅広シート体離間規制部１４２は、第１
重ね合わせ部２１ａを挟んで第２重ね合わせ部２１ｂと反対側、即ち第１重ね合わせ部２
１ａの背面側に配置されている。
【００６０】
　又、第１幅広シート体固定部１４１ａは、互いに隣接する２つの面発光素子２の何れか
一方に、第２幅広シート体固定部１４１ｂは、上記何れか他方に、それぞれ、固定されて
いる。この実施形態では、第１幅広シート体固定部１４１ａは、第２重ね合わせ部２１ｂ
を有する面発光素子２に接着等の固定手段によって固定されており、第２幅広シート体固
定部１４１ｂは、第１重ね合わせ部２１ａを有する面発光素子２に接着等の固定手段によ
って固定されている。第２実施形態におけるその他は、先の第１実施形態と同構成を採っ
ている。
【００６１】
　このように構成された第２実施形態の面発光モジュール１００は、例えば曲面部への設
置に際して、第１実施形態と同様に、図７に示すように、保持部材３が面発光素子２の径
方向内側になるように、且つ、第１方向に撓まされた円弧状に撓み変形される。
【００６２】
　そして、この撓み変形に際して、第１重ね合わせ部２１ａの端部が第２重ね合わせ部２
１ｂから離れようとすると、第１重ね合わせ部２１ａの径方向外側に係止部材１０４の幅
広シート体離間規制部１４２が配置されているため、第１重ね合わせ部２１ａの離間が規
制される。
【００６３】
　従って、円弧状の周方向の全体が略同じ曲げ弾性になり、これにより、局部的屈曲部が
生じ難くなり、面発光モジュール１００の全体が略一定の曲率半径で撓む。よって、面発
光モジュール１００は曲面部に沿う形状に撓み易く、曲面部に設置し易いものとなる。
【００６４】
　尚、この第２実施形態では、係止部材１０４は、隣接する２つの面発光素子２に固定さ
れて保持部材３に固定されていないが、この形態のものに限らず、係止部材１０４は、隣
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接する２つの面発光素子２に固定され、更に、保持部材３にも固定されてもよく、適宜変
更できる。
【００６５】
　次に、第３実施形態の面発光モジュール２００について、図８～図１０に基づいて説明
する。第３実施形態の面発光モジュール２００は、先の第１実施形態のものと同様に、面
発光素子２と、保持部材３と、係止部材２０４とを備えている。面発光素子２と保持部材
３とは、先の第１実施形態のものと同構成を採っている。
【００６６】
　第３実施形態の係止部材２０４は、並べられた複数の面発光素子２の略全体を覆える大
きさのシート状の被覆シート体から構成されている。この係止部材２０４は、周縁部に形
成された被覆体固定部２４１と、第１重ね合わせ部２１ａの前記第２重ね合わせ部２１ｂ
からの離間を規制する被覆体離間規制部２４２とを備えている。
【００６７】
　この実施形態では、係止部材２０４は、並べられた複数の面発光素子２よりも第１方向
及び第２方向の長さが大きいものからなる。
【００６８】
　被覆体離間規制部２４２は、並べられた複数の面発光素子２と同じ大きさからなり、複
数の面発光素子２を挟んで保持部材３の反対側、即ち、複数の面発光素子２の背面側に配
置されている。
【００６９】
　被覆体固定部２４１は、複数の面発光素子２の全周縁からはみ出るように突出している
。そして、被覆体固定部２４１は、保持部材３に接着或いはラミネート加工等の固定手段
によって固定されている。第３実施形態におけるその他は、先の第１実施形態と同構成を
採っている。
【００７０】
　このように構成された第３実施形態の面発光モジュール２００は、例えば曲面部への設
置に際して、第１実施形態と同様に、例えば、図１０に示すように、保持部材３が面発光
素子２の径方向内側になるように、且つ、第１方向に撓んだ円弧状に撓み変形される。
【００７１】
　そして、この撓み変形に際して、第１重ね合わせ部２１ａの端部が第２重ね合わせ部２
１ｂから離れようとすると、第１重ね合わせ部２１ａの径方向外側に係止部材２０４の被
覆体離間規制部２４２が配置されているため、第１重ね合わせ部２１ａの離間が規制され
る。
【００７２】
　従って、円弧状の周方向の全体が略同じ曲げ弾性になり、これにより、局部的屈曲部が
生じ難くなり、面発光モジュール２００の全体が略一定の曲率半径で撓む。よって、面発
光モジュール２００は曲面部に沿う形状に撓み易く、曲面部に設置し易いものとなる。
【００７３】
　尚、上記第３実施形態では、係止部材２０４の被覆体固定部２４１は、保持部材３にの
み固定されたが、保持部材３に固定されると共に、面発光素子２に固定されてもよい。又
、上記第３実施形態では、係止部材２０４は、並べられた複数の面発光素子２よりも大き
いものから構成されたが、この形態のものに限らず、係止部材１０４は、並べられた複数
の面発光素子２と同じか又は小さいものでもよく、適宜変更できる。そして、その場合、
係止部材２０４の全体が被覆体離間規制部２４２をなすと同時に、被覆体固定部２４１を
なし、被覆体固定部２４１は、複数の面発光素子２に接着等の固定手段によって固定され
る。
【００７４】
　次に、第４実施形態の面発光モジュール３００について、図１１～図１３に基づいて説
明する。第４実施形態の面発光モジュール３００は、先の第１実施形態のものと同様に、
面発光素子２と、保持部材３と、係止部材３０４とを備えている。面発光素子２と保持部
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材３とは、先の第１実施形態のものと同構成を採っている。
【００７５】
　第４実施形態の係止部材３０４は、第１重ね合わせ部２１ａと第２重ね合わせ部２１ｂ
との間に配置されたシート状の接着テープからなる。
【００７６】
　この係止部材３０４は、一方面に第１接着部３４１を備え、他方面に、第２接着部３４
２を備えている。
【００７７】
　第１接着部３４１は、第１重ね合わせ部２１ａに接着され、又、第２接着部３４２は、
第２重ね合わせ部２１ｂに接着されている。第４実施形態におけるその他は、先の第１実
施形態と同構成を採っている。
【００７８】
　このように構成された第４実施形態の面発光モジュール１００は、例えば曲面部への設
置に際して、第１実施形態と同様に、図１３に示すように、保持部材３が面発光素子２の
径方向内側になるように、且つ、第１方向に撓んだ円弧状に撓み変形される。
【００７９】
　そして、この撓み変形に際して、第１重ね合わせ部２１ａの端部が第２重ね合わせ部２
１ｂから離れようとすると、第１重ね合わせ部２１ａが係止部材３０４を介して第２重ね
合わせ部２１ｂと接着しているため、第１重ね合わせ部２１ａの離間が規制される。
【００８０】
　従って、円弧状の周方向の全体が略同じ曲げ弾性になり、これにより、局部的屈曲部が
生じ難くなり、面発光モジュール３００の全体が略一定の曲率半径で撓む。よって、面発
光モジュール３００は曲面部に沿う形状に撓み易く、曲面部に設置し易いものとなる。
【００８１】
　次に、第５実施形態の面発光モジュール４００について、図１４に基づいて説明する。
第５実施形態の面発光モジュール４００は、先の第１実施形態のものと同様に、面発光素
子４０２と、保持部材３と、係止部材４０４とを備えている。
【００８２】
　この第５実施形態では、各面発光素子４０２は、陽極側透明電極４２３ｃと陰極側透明
電極４２３ｂとが第１方向に延びるように配置されている。又、第１方向で互いに隣接す
る一方の面発光素子４０２の陽極側透明電極４２３ｃと他方の面発光素子４０２の陰極側
透明電極４２３ｂとが第１方向に沿って交互に配置されている。
【００８３】
　係止部材４０４は、第１方向で互いに隣接する一方の面発光素子４０２と他方の面発光
素子４０２とを電気的に接続したフレキシブル基板（電気接続部材）からなる。
【００８４】
　この係止部材４０４は、上記隣接する一方の面発光素子４０２と他方の面発光素子４０
２とを電気的に接続した電気配線（図示せず）と、電気配線を被覆した配線被覆体４０４
ａとを備えている。
【００８５】
　配線被覆体４０４ａは、第１方向の両端部に形成された第１および第２配線被覆体固定
部４４１ａ、４４１ｂと、第１重ね合わせ部４２１ａの離間を規制する配線被覆体離間規
制部４４２とを備えている。
【００８６】
　そして、第５実施形態では、係止部材４０４は、互いに重ね合わされた一方の面発光素
子４０２の第１重ね合わせ部４２１ａにおける一方端部４２１ｃを通過するように（跨ぐ
ように）、一方の面発光素子４０２から他方の面発光素子４０２に延されるように配置さ
れている。
【００８７】
　この状態で、電気配線の一方端が第２重ね合わせ部４２１ｂを有する面発光素子４０２
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の陰極側透明電極４２３ｂに電気的に接続され、電気配線の他方端が第１重ね合わせ部４
２１ａを有する面発光素子４０２の陽極側透明電極４２３ｃに電気的に接続されている。
即ち、隣接する面発光素子４０２は、電気配線を介して異極同士が接続されて直列接続さ
れている。
【００８８】
　又、配線被覆体離間規制部４４２は、第１重ね合わせ部４２１ａを挟んで第１重ね合わ
せ部４２１ａと反対側、即ち第１重ね合わせ部４２１ａの背面側に配置されている。
【００８９】
　又、第１配線被覆体固定部４４１ａは、互いに隣接する２つの面発光素子４０２の何れ
か一方に、第２配線被覆体固定部４４１ｂは、上記何れか他方に、それぞれ、固定されて
いる。この実施形態では、第１配線被覆体固定部４４１ａは、第２重ね合わせ部４２１ｂ
を有する面発光素子４０２に固定され、第２配線被覆体固定部４４１ｂは、第１重ね合わ
せ部４２１ａを有する面発光素子４０２に固定されている。第５実施形態におけるその他
は、先の第１実施形態と同構成を採っている。
【００９０】
　このように構成された第５実施形態の面発光モジュール４００は、例えば曲面部への設
置に際して、第１実施形態と同様に、例えば保持部材３が面発光素子２の径方向内側にな
るように、且つ、第１方向に撓んだ円弧状に撓み変形される。
【００９１】
　そして、この撓み変形に際して、第１重ね合わせ部４２１ａの端部が第２重ね合わせ部
４２１ｂから離れようとすると、第１重ね合わせ部２１ａの径方向外側に配線被覆体離間
規制部４４２が配置されているため、先の実施形態のものと同様に、第１重ね合わせ部２
１ａの離間が規制される。
【００９２】
　又、この第５実施形態では、第１方向で互いに隣接する一方の面発光素子４０２と他方
の面発光素子４０２とを電気的に接続したフレキシブル基板が係止部材を兼ねるように構
成されるため、フレキシブル基板とは別途に係止部材を設けずに済み、低コストで係止部
材を製作できる。
【００９３】
　次に、第６実施形態の面発光モジュール５００について、図１５に基づいて説明する。
第６実施形態の面発光モジュール５００は、先の第５実施形態のものと同様に、面発光素
子５０２と、保持部材３と、係止部材５０４とを備えている。
【００９４】
　この第６実施形態では、各面発光素子４０２は、陽極側透明電極５２３ｃと陰極側透明
電極５２３ｂとが第２方向に延びるように、且つ、第１方向で隣接する互いに隣接する一
方の面発光素子５０２と他方の面発光素子５０２との陰極側透明電極５２３ｂ同士が隣接
し、陽極側透明電極５２３ｃ同士が隣接するように配置されている。
【００９５】
　係止部材５０４は、先の第５実施形態のものと同様に、第１方向で互いに隣接する一方
の面発光素子５０２と他方の面発光素子５０２とを電気的に接続したフレキシブル基板（
電気接続部材）からなり、一方の面発光素子５０２と他方の面発光素子５０２を電気的に
接続する電気配線（図示せず）と、電気配線を被覆した配線被覆体５０４ａとを備えてい
る。又、配線被覆体５０４ａは、第１方向の両端部に形成された第１および第２配線被覆
体固定部５４１ａ、５４１ｂと、第１重ね合わせ部５２１ａの第２重ね合わせ部５２１ｂ
からの離間を規制する配線被覆体離間規制部５４２とを備えている。
【００９６】
　そして、第６実施形態では、係止部材５０４は、互いに重ね合わされた一方の面発光素
子５０２の第１重ね合わせ部５２１ａにおける一方端部５２１ｃを通過するように、一方
の面発光素子５０２から他方の面発光素子５０２に延されるように配置されている。
【００９７】
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　この状態で、例えば第１方向の一方側（Ｘ１方向側）の係止部材５０４は、電気配線の
一方端が第２重ね合わせ部５２１ｂを有する面発光素子５０２の陰極側透明電極５２３ｂ
に電気的に接続され、電気配線の他方端が第１重ね合わせ部５２１ａを有する面発光素子
４０２の陰極側透明電極５２３ｂに電気的に接続されている。又、例えば第１方向の他方
側（Ｘ２方向側）の係止部材５０４は、電気配線の一方端が第２重ね合わせ部５２１ｂを
有する面発光素子５０２の陽極側透明電極５２３ｃに電気的に接続され、電気配線の他方
端が第１重ね合わせ部５２１ａを有する面発光素子５０２の陽極側透明電極５２３ｃに電
気的に接続されている。
【００９８】
　又、配線被覆体離間規制部５４２は、第１重ね合わせ部５２１ａを挟んで第２重ね合わ
せ部５２１ｂと反対側、即ち第１重ね合わせ部５２１ａの背面側に配置されている。
【００９９】
　又、第１配線被覆体固定部５４１ａは、第２重ね合わせ部５２１ｂを有する他方の面発
光素子５０２に固定され、第２配線被覆体固定部５４１ｂは、第１重ね合わせ部５２１ａ
を有する一方の面発光素子５０２に固定されている。第６実施形態におけるその他は、先
の第１実施形態と同構成を採っている。
【０１００】
　このように構成された第６実施形態の面発光モジュール５００は、例えば曲面部への設
置に際して、第１実施形態と同様に、例えば保持部材３が面発光素子５０２の径方向内側
になるように、且つ、第１方向に撓まされて円弧状に撓み変形される。
【０１０１】
　そして、この撓み変形に際して、第１重ね合わせ部５２１ａの端部が第２重ね合わせ部
５２１ｂから離れようとすると、第１重ね合わせ部５２１ａの径方向外側に配線被覆体離
間規制部５４２が配置されているため、先の実施形態のものと同様に、第１重ね合わせ部
５２１ａの離間が規制される。
【０１０２】
　又、この第６実施形態では、互いに隣接する２つの面発光素子５０２を電気的に接続し
たフレキシブル基板が係止部材を兼ねるように構成されるため、フレキシブル基板とは別
途に第１重ね合わせ部５２１ａの離間を規制する係止部材を設けずに済み、低コストで係
止部材を製作できる。
【０１０３】
　次に、第７実施形態について、図１６、図１７に基づいて説明する。第７実施形態の面
発光モジュール６００は、先の第１実施形態のものと同様に、面発光素子２と、保持部材
３と、係止部材６０４とを備えている。面発光素子２と保持部材３とは、先の第１実施形
態のものと同構成を採っている。
【０１０４】
　第７実施形態の係止部材６０４は、第１重ね合わせ部２１ａと第２重ね合わせ部２１ｂ
との間に配置され、第１重ね合わせ部２１ａと第２重ね合わせ部２１ｂとを接着した接着
剤からなる。
【０１０５】
　このように構成された第７実施形態においても、面発光モジュール６００（保持部材３
）の円弧状に撓み変形される際に、第１重ね合わせ部２１ａの端部が第２重ね合わせ部２
１ｂから離れようとしても、第１重ね合わせ部２１ａが係止部材６０４を介して第２重ね
合わせ部２１ｂと接着しているため、第１重ね合わせ部２１ａの離間が規制される。
【０１０６】
　従って、円弧状の周方向の全体が略同じ曲げ弾性になり、これにより、局部的屈曲部が
生じ難くなり、面発光モジュール６００の全体が略一定の曲率半径で撓む。よって、面発
光モジュール６００は曲面部に沿う形状に撓み易く、曲面部に設置し易いものとなる。
【０１０７】
　尚、上記実施形態において、係止部材は、第１実施形態では長尺シート体から構成され
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、第２実施形態では幅広シート体から構成され、第３実施形態では被覆シート体から構成
され、第４実施形態では接着テープから構成され、第５実施形態及び第６実施形態ではフ
レキシブル基板（電気接続部材）から構成され、又、第７実施形態では接着剤から構成さ
れ、それぞれ単独で使用された。しかし、係止部材は、この形態のものに限らず、例えば
上記の長尺シート体、幅広シート体、被覆シート体、接着テープ、フレキシブル基板及び
接着剤から選択される２つ以上のものを組み合わせて用いるものでもよく、適宜変更でき
る。
【符号の説明】
【０１０８】
　１、１００、２００、３００，４００、５００，６００　　面発光モジュール
　２、４０２、５０２　　面発光素子
　３　　保持部材
　４、１０４、２０４、３０４、４０４、５０４、６０４　　係止部材
　２１ａ　　第１重ね合わせ部
　２１ｂ　　第２重ね合わせ部

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】
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